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 贈与税の仕組み 

 

 

   

■ 贈与税の仕組み 

贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた者が負担する税金です。贈与税は、1 月

1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除 110 万円を控除した残額

に税率を掛けて計算します。これを暦年課税制度と呼びます。 

 

 

 

贈与税の税率は超過累進税率となっており、右図のような 

速算表を用いて贈与税額を計算します。平成 27 年より贈与 

税の税率構造が変更されました。 

①最高税率が 50％から 55％へ引き上げられました。 

②直系尊属（祖父母や父母など）からその年の 1月 1日に 

 おいて 20 歳以上の者（子や孫など）への贈与財産（特例 

贈与財産）については特例税率での課税となります。 

 

 

■ 贈与の成立要件と注意点 

贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾する

ことによって成立する契約をいいます。したがって、双方の合意が成り立って初めて贈与は成立します。

贈与契約書の作成は必須条件ではありませんが、対外的に贈与の事実を証明するためには、贈与契約書

を作成することが望ましいです。さらに、その贈与契約書には贈与者、受贈者の双方が自署し、贈与合

意の意思を明確に表明しておくことも大切なことです。 

 

■ 贈与税の特例措置 

 贈与税については、次世代への資金サポートなどを考慮し、非課税措置や優遇措置の規定が用意され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 内容

住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の非課税

平成24年1月1日から平成31年6月30日までの間に、20歳以上で、そ
の年の合計所得金額が2,000万円以下の人が、両親・祖父母等から
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、一定の金額を基
礎控除額に上乗せした額まで非課税になります。

教育資金の一括贈与に係る非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、父母・祖父母か
ら30歳未満の子や孫が教育資金を一括して贈与を受けた場合には、
1,500万円まで非課税になります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係
る非課税

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未
満の子や孫が結婚・子育て資金を一括して贈与を受けた場合には、
1,000万円まで非課税になります。

贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で住宅又は住宅を購入するための金銭の
贈与を受けた場合、贈与税の申告をすることで2,110万円までは贈
与税がかかりません。

【贈与税の速算表】 

税率 控除額 税率 控除額

200万円以下 10% - 10% -

200万円超 300万円以下 15% 10万円

300万円超 400万円以下 20% 25万円

400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円

600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円

1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円

1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円

3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円

4,500万円超 55% 640万円
400万円55%

15% 10万円

基礎控除後の課税価格
一般税率 特例税率

（
贈与を受けた
財産の合計額 -

基礎控除
110万円 ） ×

贈与税の
速算表 ＝ 納付税額
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